
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つの深さ及び幅を有するトレンチと該トレンチを確定する窒化物の基準面とを有する
基板の前記トレンチを前記基準面まで充填し平面化する方法であって、
　前記トレンチ深さに充填マージンを加えた厚さを有する酸化物の第１充填層を前記トレ
ンチおよび前記基準表面を覆って付着させことにより、前記トレンチ上の第１充填層は、
前記充填マージンの分だけ前記基準表面より高い上部表面と、該上部表面から前記基準表
面上の第１充填層の上部表面に至るショルダ部分とを有するように、第１充填層を付着さ
せる段階と、
　前記トレンチおよび前記基準表面の上に、前記トレンチ深さから研磨マージンを引いた
厚さを有するポリシリコンの一時充填層を付着させる段階と、
　前記トレンチおよび前記基準表面の上に、前記研磨マージンの厚さを有する研磨停止層
を付着させることにより、前記トレンチ上の上部表面上にある前記研磨停止層の停止面と
、前記基準表面上の第１充填層の上部表面 一平面になるように、付着させる段階と
、
　前記トレンチ上の上部表面上にある前記研磨停止層上に研磨マスクを形成する段階と、
　前記研磨マスクの外側にある前記研磨停止層を除去する段階と、
　前記一時充填層をポリシリコンＣＭＰプロセスにより研磨し、前記研磨停止層の停止面
および前記基準表面上にある第１充填層の上部表面で研磨を停止させ、前記基準表面上に
ある第１充填層の上部表面と同一の平坦となる平面状表面を形成する段階と、
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　前記研磨停止層、第１充填層、及び前記一時充填層をエッチングするエッチング剤を使
用して研磨マージンの厚さ分だけ前記平面状表面をエッチングし、前記トレンチ上の前記
一時充填層のカバー部分を残して、前記平面状表面の平坦性を保存する段階と、
　前記カバー部分の外側にある前記第１充填層の表面部分が前記トレンチ上の前記第１充
填層の上部表面 一平面に至るまで、前記第１充填層を前記基準表面 充填マー
ジン分の上の部分まで優先的にエッチングすることにより、前記平面状表面を破壊する段
階と、
　前記一時充填層はエッチングするが前記第１充填層はエッチングしないエッチング剤を
使用して、前記トレンチのカバー部の一時充填層を除去する段階と、
　前記第１充填層を酸化物ＣＭＰプロセスにより研磨して、前記基準表面でこれを停止す
る段階とを備え、
　前記平面状表面を形成する段階は、前記ポリシリコンＣＭＰプロセスの酸化物に対する
ポリシリコンの高い選択性のため前記平面状表面を良好に平面化し、前記基準表面で研磨
を停止する段階において、前記 物ＣＭＰプロセスが窒化物に対 酸化物の低い選択
性を有する場合であっても、良好な平面化が可能とする方法。
【請求項２】
　エッチングによって前記平面状表面を破壊する前記段階は、前記トレンチの上に、前記
第１充填層の少なくとも１つのスタブ部分上に前記一時充填層の層を含む構造を残す、請
求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記充填マージンが前記トレンチ深さの１５パーセントであり、前記研磨マージンが１
００ｎｍである、請求項１又は２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明の分野は、分離のために酸化物を充填した浅いトレンチを使用するシリコン集積回
路加工の分野である。
【０００２】
【従来の技術】
厚さの制限および酸化中の拡散による横方向への広がりがあるＬＯＣＯＳ（局所シリコン
酸化）分離と比較して、サブミクロン級の集積回路加工における素子分離のための垂直な
壁面を有する浅いトレンチが幾何学的に有利であることは、当技術分野では良く知られて
いる。
【０００３】
トレンチを充填した後で、トレンチに入れた物質を除去することなく、トレンチ以外の領
域を覆う充填物質を除去する必要がある。このプロセスは、その結果、充填したトレンチ
の表面が回路の残りの部分と同一表面になるので、平面化と呼ばれる。
【０００４】
多くの方法のうちの１つが、ＩＢＭテクニカル・ディスクロージャ・ブルテン、Ｖｏｌ．
３２、Ｎｏ．９Ａ（１９９０年２月）の４３９ページに例示されている。この方法では、
薄いポリシリコンの層および厚い酸化物層を、酸化物充填層を覆って付着させる。厚い酸
化物層を活性領域および狭いトレンチからエッチングによって除去し、別のポリシリコン
層を付着させ、幅の広いトレンチを覆う厚い酸化物を研磨止めとして使ってそれを研磨す
ることにより、平面状表面を形成する。平面状表面が形成された後で、ポリシリコンと酸
化物を同じ速度で腐食するエッチャント中で残りの酸化物およびポリシリコン層をエッチ
ングする。この方法は比較的速いが、研磨しなければならない酸化物が厚いため、プロセ
ス・ウィンドウが小さくなるという欠点がある。この方法には、歩留まりを低下させるス
クラッチが研磨工程中に形成されるという欠点もある。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
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本発明は、プロセスの製造性および歩留まりを改善する、浅い分離トレンチを充填する方
法に関する。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明の特徴は、中間の上側平面層を形成し、次いで厚い酸化物の下側層を選択的にエッ
チングすることによりその平面性を破壊することである。
【０００７】
【発明の実施の形態】
次に図１を参照すると、真直ぐな側面を生成する従来のドライ・エッチング（または反応
性イオン・エッチング）プロセスによって２つの分離トレンチ２０が切削されたシリコン
基板１０が示されている。これらのトレンチには、分離材料である酸化物（ＳｉＯ 2）が
充填される。トレンチは、特定のプロセスについてのグラウンド・ルールが許す程度に小
さく、例えば最小線幅が３．５μｍであるプロセスの場合には約１．５μｍとなる。トレ
ンチの深さは矢印２２で示し、これは例えば０．４８μｍである。この図は同一比率で拡
大したものではなく、様々な寸法は説明を分かりやすいように描いてある。例えば、トレ
ンチ２０の間の領域はトランジスタを保持することになる活性領域であり、その左側のよ
り大きい領域はワイヤを接続するためのものである。トレンチの外側の領域は、最初の厚
さが例えば１１０ｎｍの、上部表面１５（トレンチ酸化物の最上部がこれを基準とするの
で基準表面と呼ぶ）を有する従来のパッド窒化物（Ｓｉ 3Ｎ 4）１２で覆われる。
【０００８】
垂直方向のステップの大きさを小さく保つことにより歩留まりが改善されるので、（いく
つかのトランジスタに接続するにはトレンチ材料を横切らなければならないため）トレン
チ内に入れる分離材料の最上部をトランジスタの接点の表面と同一平面にすることが望ま
しいことに当業者なら気付くであろう。そのためには、分離材料の最上部の高さが活性領
域の最上部と接近していることが必要である。単純な方法としては、従来の化学機械式研
磨（ＣＭＰ）を使用し、パッド窒化物を研磨止めとして使用して酸化物を研磨するものが
ある。窒化物は酸化物よりはるかに堅く、トレンチが覆う面積は回路の残りの部分よりも
はるかに小さいので、パッド窒化物は良好な研磨止めとなる。このような単純なプロセス
には、プロセス・ウィンドウが小さく、ＣＭＰスクラッチが生じるという欠点があり、当
技術分野では、これよりもかなり複雑なプロセスを使用する。ＩＢＭテクニカル・ディス
クロージャ・ブルテンに開示の方法では、例えば、３つの追加層と一連のエッチングおよ
び研磨段階を使用して、上側平面状表面を生成し、これはその後残りの材料を除去する間
も保存される。
【０００９】
図２を参照すると、トレンチ深さ２２にトレンチ２０および窒化物１２を覆う充填マージ
ン（全体的な公称厚さが５６０ｎｍの場合は例えば８０ｎｍ）を加えた厚さを有する酸化
物充填層１１０を付着させる段階を含む、いくつかの中間段階後の同じ領域が示されてい
る。その結果、充填層１１０のトレンチ２０より上にある上部表面１１５は、充填層１１
０の最下部分の充填マージンの分だけ基準表面１５より高くなる。充填層の最下部分は、
充填層のショルダ部分と呼ばれる層１１０中の段によって基準表面から分離される。
【００１０】
充填層１１０の上には、トレンチ２０および基準表面１５の上に付着させた、トレンチ深
さ２２から研磨マージンを引いた厚さの一時ポリシリコン（ポリシリコン）充填層１２０
と、研磨マージンと等しい厚さの酸化物研磨停止層１３０がある。例えば、層１１０は５
６０ｎｍの厚さを有し、研磨停止層１３０は１００ｎｍの厚さを有する。このように寸法
を選択した結果、トレンチ２０の上にある研磨停止層１３０の上部表面１３５は、基準表
面１５の上にある充填層１１０の上部表面１１５とほぼ同一平面になる。
【００１１】
これらの層が形成された後、フォトレジスト研磨マスク４０を研磨停止層１３０上に、充
填層１１０の最下部分の上、すなわちトレンチ２０の上に直接付着させてパターン化する
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。次いで研磨停止層１３０の研磨マスク４０の外側を、例えば従来の反応性イオン・エッ
チングまたはウェット・エッチングによってエッチングし、一時層を露出させて除去する
。
【００１２】
図３は、層１３０を取り除き、一時層１２０を従来のＣＭＰで研磨し、研磨層１３０の上
部表面１３５および充填層１１０の上部表面１１５で研磨を停止し、それにより充填層１
１０の上部表面１１５と同一平面とした、ウェハ全域の上側平面状表面を形成した結果を
示す図である。ここではこの構造は、上側平面状表面が存在するＩＢＭテクニカル・ディ
スクロージャ・ブルテン参照の構造と全般的に同様であるが、下側層の組成および構造は
異なる。ＩＢＭテクニカル・ディスクロージャ・ブルテンの方法に従うと、構造は表面１
５の下までエッチングおよび研磨されることになる。
【００１３】
その代わりに、例えばＣＦ 4およびＣＨＦ 3を約４：１の比率で使用したＡＭＥ５０００エ
ッチング・ツール中での従来の非選択的ＲＩＥプロセスによって、研磨停止層１３０、充
填層１１０の薄い一部分、および研磨停止層１３０と充填層１１０の間にある一時層１２
０の小セグメントを図３に線１３３で示す深さまで除去し、それによりトレンチ２０の上
にある一時層１２０のカバー部分を残して、平面状表面１３３を保存する。このプロセス
では、酸化物、ポリシリコン、および窒化物が同じ速度でエッチングされるので、平面性
は保存される。
【００１４】
次に、ＡＭＥ５０００エッチング・ツールで、一時層１２０に影響を及ぼすことなく充填
層１１０を優先的にエッチングする選択的プロセスによって、ほぼ等しい量のＣＦ 4およ
びＣＨＦ 3を使用して一時層１２０のカバー部分の外側すなわちトレンチ２０の外側にあ
る充填層１１０の部分をトレンチ２０深さ未満の除去深さまでエッチングすることにより
、上側平面状表面１３３を破壊する。この除去深さは充填層１１０の厚さ未満であり、残
りの酸化物の薄い層を残して、基準表面１５の上にある充填層１１０の上部表面１１７が
トレンチの上方にある充填層１１０の対応する元の上部表面１１５と同一平面になるよう
になっている。
【００１５】
その結果を図４に示す。この図から、カバー部分１２０の外側をエッチングする段階によ
り、層１１０のスタブ１１３が残ることが分かる。これらのスタブは次の研磨動作中に比
較的大きな部片に折れ、トレンチ充填の表面に傷を付ける可能性があるので、当業者なら
このようなスタブを残すプロセスを回避するであろう。その結果生じるパッド酸化物の酸
化物ストリップはこのような割れを拡大させて、歩留まりを低下させる可能性がある。
【００１６】
次いで、従来の選択的ＲＩＥを使用して、一時層はエッチングするが充填層１１０はエッ
チングしないエッチング化学薬品（約６：１の比率のＳＦ 6およびＮＦ 3）を使用する時限
エッチングによって、トレンチを覆う一時層１２０の残り部分を除去する。最後に、「タ
ッチアップ」研磨（１００ｎｍ未満の層を除去する研磨）により、充填層１１０の最後の
薄い部分を除去し、パッド窒化物１２の基準表面１５でこれを停止する。
【００１７】
ポリシリコンを充填層１１０まで平面化した後、従来通りなら次の段階は引き続きパッド
窒化物まで研磨することになるはずなので、従来技術のより単純なプロセスの代わりに、
パッド窒化物の上にある充填層をエッチングし、その後にポリシリコン１２０の残部分を
除去するという余分の段階を実行しようとは当業者なら考えないであろう。その代わりに
、時限エッチングを使用して、ポリシリコン１２０の下にある層１１０の上部表面と同じ
になるように計算されたレベルまで充填層１１０をエッチングする。ポリシリコンＣＭＰ
プロセスはポリシリコンと酸化物の間の高い選択性（～２００：１）により、充填層まで
良く平面化するが、酸化物ＣＭＰプロセスは、窒化物に対する酸化物の選択性が低い（～
１．５：１）ので、厚い酸化物層を除去する際にはそれほど良く平面化しない。窒化物の
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上にある充填層をエッチングし、残りのポリシリコンを除去する余分の段階は、基本的に
は酸化物ＣＭＰを「事前平面化」するものであり、その結果、酸化物の「タッチアップ」
ＣＭＰ研磨のみが必要となり、これによりプロセス・ウィンドウおよび製造性は大きく改
善される。
【００１８】
プロセス・ウィンドウはロバストである。多数の実験により、オペレータがプロセスを調
整しない状態で、窒化物１２および酸化物１０の最初の厚さの基準を満たすウェハで、プ
ロセスの最後に失格になるものは０．１％未満であることが示されている。さらに、プロ
セス後の層１２および１１０の均一性は、プロセス前の均一性より高い。
【００１９】
まとめとして、本発明の構成に関して以下の事項を開示する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のある段階における集積回路の一部分を示す図である。
【図２】本発明の図１に続く段階における集積回路の一部分を示す図である。
【図３】本発明の図２に続く段階における集積回路の一部分を示す図である。
【図４】本発明の図３に続く段階における集積回路の一部分を示す図である。
【図５】本発明の結果を示す図である。
【符号の説明】
１０　基板
１２　パッド窒化物
２０　トレンチ
４０　フォトレジスト研磨マスク
１１０　充填層
１１５　充填層の上部表面
１２０　一時ポリシリコン（ポリシリコン）充填層
１３０　研磨停止層
１３５　研磨停止層の上部表面
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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